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こちら町の情報局

平成27年10月から、国民の皆さまに12桁のマイナンバー（個人番号）が通知されます
　10月から、町民の皆さまの住民票の住所に通知カードが送付されます。通知カードを受け取られた方は、同封
された申請書を郵送することにより、「個人番号カード」の交付を受けることができます。
●マイナンバーは10月以降、簡易書留で届きます（以下の３つが入っているかご確認ください）。
　①マイナンバーの通知カード  ②個人番号カードの申請書と返信用封筒  ③マイナンバーについての説明書類
　※大切な書類ですので、紛失しないようお願いします。
●マイナンバーは、平成28年１月以降、町民の皆さまの以下の手続きで必要になります。
　→社会保障関係の手続き（年金、医療、介護、生活保護、児童手当など）
　→税務関係の手続き（税務署等に提出する書類への記載など）
　→災害対策に関する手続き（被災者生活再建支援金の支給など）
●マイナンバーで、役所にある住民情報をより正確かつ効率的に活用できるようになります。
　（例）税務情報の名寄せで、より正確な所得把握ができるようになり、
　　　・社会保険料や税に関し、公平な給付と負担の実現が図られる。
　　　・真に社会保障を必要とする方に積極的に手を差し伸べられる。
　　　・要援護者リストの整備などに活用して災害対策にも役立つ。
■マイナンバー制度に関する問い合わせ先
　コールセンター（全国共通ナビダイヤル）TEL：0570（20）0178
　マイナンバーのホームページ：http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

マイナちゃん

８月27日（木）に国際交流会館で行われた誕生証書交付式に出席
された方々（平成27年６月届け出）

生まれてきてくれてありがと
う♥健やかに育って、人生を
謳歌してね。
（澁谷 真紀さん・掛元）

桜佳（おうか） ちゃんへ
お姉ちゃんとお兄ちゃんと仲
良くね。すくすく元気に育っ
てね♥
（神 里美さん・相原町）

清正（きよまさ）くんへ
元気に生まれてきてくれてあ
りがとう!!我が家の宝物です
♥お兄ちゃんと仲良くね！
（松江 静佳さん・山道）

咲良（さくら）ちゃんへ

たくましく、優しい子に育っ
てね。元気いっぱいにたくさ
ん遊ぼうね。
（鈴木 愛美さん・横萢）

昇栄（しょうえい）くんへ
お兄ちゃん、お姉ちゃんと仲
良く、元気で優しい子になっ
てね。
（小鹿 杏南さん・尾原）

豪斗（たけと）くんへ

　お子さんのむし歯の原因には、
食事の内容やおやつの与え方、歯
磨きの仕方などがあります。
　むし歯を予防するためには、以
下のことが大切です。
●大人が気をつけること
・口移しや、スプーンや箸の共有
  はしない（唾液に混ざったむし
  歯菌がうつります）。
・お母さんたちもむし歯を治療し
  て、むし歯菌を減らす。
●上手な歯磨き
・歯が生える前は、食後に水で濡
  らしたガーゼでお口の中を拭い
  てあげる。
・１本でも生えたら寝かせ磨き
  （むし歯は眠っている間にでき
  るので、夜寝る前の歯磨きは特
  にしっかりやりましょう）。
●規則正しい食生活
・生活リズムを整えて、食事やお
  やつの時間を決める。
●定期的なフッ素塗布
・フッ素は歯質の強化、歯の再石
  灰化の促進、むし歯菌の活動の
  抑制など、むし歯予防に効果が
  あると言われています。
　町では、むし歯予防のための２
歳６か月児歯科健診を行っていま
す。お子さんの歯の健康を守るた
めに、受診するようにしましょう。
■お問い合わせ先
　健康保険課 健康長寿班
　（内線133）

 お子さんの
　　 むし歯予防について


